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 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。 

記 

厚生労働省が2018年１月に行った企業ヒアリングでは、顧客等による、従業

員等に対する執拗な叱責や、脅迫、不退去、暴力に加え、企業全体の評価もお

としめるような、ＳＮＳを用いた中傷行為等の、いわゆる「顧客等のハラスメ

ント」の被害事例が多く報告されている。 

このような問題を受けて、2018年12月の厚生労働省の労働政策審議会雇用環

境・均等分科会は、「顧客等からの著しい迷惑行為については、指針等で相談

対応等の望ましい取組を明確にすることが適当である」との報告をまとめてい

る。 

一方、国民の消費生活の安定と向上を目的として、2012年に消費者教育の推

進に関する法律が制定され、消費者教育の推進が図られているが、悪質なクレ

ームの発生を抑止し適正な消費行動を喚起する法律や指針等の整備はされてお

らず、その結果、働く魅力を阻害し、商店の後継者や働き手等の担い手不足を

もたらすことにもつながっている。 

よって、本県議会は、国会及び政府において、サービスを提供する側と受け

る側が共に尊重される社会をつくるため、次の事項について特段の措置を講ず

るよう強く要請する。 

１ 「顧客等のハラスメント」から商店や働く人たちを守るために、法整備を

含めた、より一層の取組を実施すること。 

２ ＩＴ社会の到来によるＳＮＳ等での一方的なハラスメント等を含め「顧客

等のハラスメント」及びその対策に関する実態調査・研究を実施すること。 

３ 適正な消費行動を促すための啓発や教育の活動を推進すること。 


